
第 65 回神戸市中学校総合体育大会  

バドミントン競技の部  要項  

 

１ ． 日   時   令 和 7 年 6 月 2 8 日 （ 土 ） ・ 2 9 日 （ 日 ）     

                2 8 日 ： 団 体 戦 及 び 個 人 戦 の 一 部     2 9 日 ： 個 人 戦  

両 日 ： 開 場 8： 4 5～  男 女 共 9： 0 0 ま で に 受 付 を 済 ま し て く だ さ い 。  

※ 個 人 戦 の み 参 加 の 選 手 は 1 1 : 0 0 ま で に 受 付 を 済 ま し て く だ さ い 。1 1 : 0 0 以 降 は 試 合 を  

入 れ て い き ま す 。B D の み の 選 手 に 関 し て 初 日 は 試 合 が あ り ま せ ん の で 、2 日 目 か ら の  

参 加 と な り ま す 。  

 

２ ． 会   場     両 日 と も  神 戸 市 立 中 央 体 育 館  メ イ ン ア リ ー ナ  

       ※ 予 備 日 は 7 月 6 日 （ 日 ） 住 吉 中 学 校   

 

３ ． 試 合 登 録   ・ 個 人 の 部 … ダ ブ ル ス   1 校 に つ き 男 子 1 0 組 ・ 女 子 1 0 組 以 内  

             シ ン グ ル ス    1 校 に つ き 男 子 1 5 名 ・ 女 子 1 5 名 以 内  

          同 一 選 手 が 単 複 重 複 出 場 は で き な い 。  

          敗 者 審 判 制 で す の で 、 出 場 者 は 審 判 が で き る よ う に し て お く 。  

         ※ 県 予 選 通 過  

          ダ ブ ル ス  …  男 子 4 組 、 女 子 6 組  シ ン グ ル ス …  男 子 6 人 、 女 子 1 2 人  

         ・ 団 体 の 部 … 1 校 に つ き 男 女 各 1 チ ー ム （ 5～ 8 名 の 登 録 内 で ）  

         試 合 順 は D 1・ S 1・ D 2 で 行 い 、 同 一 選 手 の 単 複 は 兼 ね ら れ な い 。  

              ※ 県 予 選 通 過 … 男 女 と も 2 校  

 

４ ． 試 合 形 式   こ の 試 合 は 、 現 行 の 日 本 バ ド ミ ン ト ン 協 会 競 技 規 則 、 同 大 会 運 営 規 則 に 準 じ て 行 う 。  

      ○  団 体 戦 … 全 試 合 2 1 点 3 ゲ ー ム マ ッ チ で 行 い 、 2 ゲ ー ム 先 取 し た 方 の 勝 ち と す る 。  

          (ど ち ら か の 学 校 が 初 回 戦 の 場 合 、 結 果 が 決 ま っ て も D 2 ま で 実 施 )  

          試 合 の 流 れ が ど ち ら と も 判 断 が つ か な い と き は 速 や か に D 2 を 行 い 、 勝 敗 が  

決 す れ ば そ こ で 打 ち 切 り と す る 。   

         ○  個 人 戦 … ベ ス ト 1 6 ま で は 1 5 点 3 ゲ ー ム マ ッ チ 、 以 後 正 式 ゲ ー ム で 行 う 。  

         ・ ベ ス ト 1 6 ま で  

※ 1 5 点 ゲ ー ム の デ ュ ー ス は 、 最 大 2 1 点 ま で と す る 。 フ ァ イ ナ ル ゲ ー ム の チ ェ  

ン ジ エ ン ズ は 、 8 点 で 行 う 。  

※ 1 5 点 ゲ ー ム は ゲ ー ム 間 の み イ ン タ ー バ ル （ 1 2 0 秒 ）  

       ・ ベ ス ト 1 6 以 降  

           ※ ゲ ー ム 中 に 、 一 方 の サ イ ド の ス コ ア が 1 1 点 に な っ た と き 6 0 秒 を 超 え な い イ  

ン タ ー バ ル を 認 め る 。 1 ゲ ー ム と 2 ゲ ー ム の 間 、 2 ゲ ー ム と 3 ゲ ー ム の 間 に は  

1 2 0 秒 を 超 え な い イ ン タ ー バ ル を 認 め る 。  

           ※ 連 続 す る 試 合 の 間 は 、 1 0 分 以 内 の イ ン タ ー バ ル を 認 め る 。  

 

５ ． 使 用 シ ャ ト ル に つ い て  

     ヨ ネ ッ ク ス ・ エ ア ロ セ ン サ 7 0 0 の 表 示 番 号 2 ま た は 3。  

 

６ ． そ の 他  

        ・ 県 大 会 は 7 月 2 6 日 （ 土 ） ・ 2 7 日 （ 日 ） に 行 わ れ ま す 。  

※ 会 場  両 日 ： １ １ ７ い い な ス ポ ー ツ ア リ ー ナ  （ 加 古 川 市 神 野 町 日 岡 苑 ２ ５ ）  

        ・ 県 大 会 の 抽 選 会 は 7 月 2 1 日 （ 祝 ・ 月 ） で す 。 （ 副 部 長 が 代 表 で 出 席 し ま す ）  

    

 



そ   の   他    注    意    事    項  

１ ． 競 技 上 の 注 意  

  ・ コ ー ル が あ っ た ら 、 3 分 以 内 に コ ー ト に 入 る こ と 。 入 ら な け れ ば 失 格 と な る 場 合 も あ る 。  

  ・ 選 手 は 背 中 に ゼ ッ ケ ン を つ け る 。 （ 校 名 、 個 人 名 入 り で 見 や す い こ と 。 ）  

  ・ 団 体 戦 、 個 人 戦 と も に 試 合 前 の 試 合 形 式 に よ る 2 ミ ス を 認 め る 。  

  ・ 主 審 の 認 め た 以 外 の 中 断 は 一 切 認 め な い 。 汗 ふ き 、 ヒ モ の 締 め 直 し は 審 判 に 断 っ た 後 と す る 。  

  ・ ベ ン チ 入 り で き る の は 、 団 体 戦 は 監 督 (顧 問 )・ 代 表 者 、 登 録 選 手 ､ 登 録 コ ー チ 【 ｸ ﾗ ﾌ ﾞ ﾁ ｰ ﾑ 】  

外 部 コ ー チ 許 可 証 所 持 者 【 学 校 】 の み 。 個 人 戦 は 監 督 （ 顧 問 ） ・ 代 表 者 ま た は 登 録 コ ー チ と  

1 名 （ 記 録 係 ） 、 あ る い は 選 手 2 名 ま で 。  

   ・ 準 決 勝 は 原 則 同 時 に コ ー ル し て 行 う 。  

  ・ 個 人 戦 の 3 決 は 3 ゲ ー ム 、 順 位 決 定 戦 は 2 1 点 1 ゲ ー ム で 行 う 。  

   

２ ． 審 判 上 の 注 意    

  ・ 敗 者 審 判 制 で す 。 敗 者 が 主 審 を す る 。 得 点 板 係 を つ け る こ と 。 （ 1 巡 目 は 本 部 が 指 名 す る ）  

  ・ 敗 者 は そ の コ ー ト で 審 判 を す る 準 備 を 整 え 、 次 の 試 合 の 選 手 を 待 つ こ と 。  

  ・ 試 合 の 審 判 用 紙 は 、 試 合 の 行 う 選 手 が 本 部 よ り 受 け 取 り 、 試 合 コ ー ト ま で 持 っ て い く こ と 。  

・ 試 合 後 、 勝 者 は 審 判 か ら 審 判 用 紙 を 受 け 取 り 、 勝 者 サ イ ン を 行 う 。  

  ・ 審 判 が 終 了 し た ら 、 そ の 試 合 の 審 判 用 紙 を 本 部 ま で 持 参 す る 。  

  ・ 敗 者 審 判 は 主 審 名 を 記 入 し 、 線 審 の 確 認 と 対 戦 相 手 の 名 前 を 確 認 し て 審 判 を 始 め る 。  

  ・ 厳 正 公 正 に そ の 任 務 に 当 た る 。 特 に カ ウ ン ト や ア ウ ト の コ ー ル は は っ き り 大 き な 声 で 行 う 。  

  ・ 競 技 規 則 に 忠 実 に 。 サ ー ビ ス ､  フ ォ ル ト ､  レ ッ ト ､  プ レ ー 継 続 、 不 品 行 な ふ る ま い な ど に 関 す  

   る 項 目 （ 条 項 ） に 精 通 し て お く 。 特 に 下 記 の 事 項 は 、 注 意 し て 審 判 を す る 。  

    ① 故 意 の プ レ ー の 中 断 （ 審 判 に 断 ら な い 汗 ふ き 、 靴 ひ も の 締 め 直 し ） の 禁 止  

    ② イ ン タ ー バ ル 以 外 の 監 督 や 応 援 者 の 指 示 や 助 言 を 受 け る こ と の 禁 止 。  

  ・ サ ー ビ ス の 際 の フ ッ ト フ ォ ル ト や ア バ ブ ザ ハ ン ド な ど 最 初 は 警 告 し 、 そ の 後 フ ォ ル ト と す る 。  

・ シ ャ ト ル の 交 換 は 主 審 の 承 認 が 必 要 。  

  ・ コ ー ト が 汚 れ た り 、 濡 れ た り し た と き の 処 置 は 主 審 の 判 断 で 。  

  ・ イ ン プ レ ー 中 に 隣 の コ ー ト か ら シ ャ ト ル が 入 っ て 、 直 接 プ レ ー ヤ ー に 影 響 が あ っ た 、 あ る い は 、  

   あ る 場 合 は レ ッ ト と す る 。  

  ・ い か な る 場 合 も 「 抗 議 」 や 「 異 議 」 は 認 め な い 。 質 問 の あ る と き は 一 応 申 し 出 る 形 で 。  

  ・ 生 徒 の 敗 者 審 判 制 で あ る た め 、 ト ラ ブ ル も 考 え ら れ る が 、 そ の 時 は 本 部 の 競 技 委 員 と 審 判 長 で  

   判 断 す る 。        

・ 線 審 の 位 置 は 正 式 ル ー ル の 対 角 線 で 行 う 。  

  ・ 線 審 は 互 い の ベ ン チ の 反 対 方 向 に 入 り 、 ユ ニ フ ォ ー ム か 学 校 指 定 の 体 操 服 着 用 者 に 限 る 。  

  ・ 線 審 は 「 イ ン 」 「 ア ウ ト 」 の 判 定 を の ぞ き 込 む よ う に 見 て 行 う こ と 。  

 

 

３ ． 会 場 使 用 上 の 注 意  

  ・ シ ュ ー ズ に つ い て は 、 フ ロ ア は 室 内 用 、 そ れ 以 外 の 場 所 は 、 屋 外 用 の 使 用 を 認 め る 。  

  ・ フ ロ ア 内 で の 食 事 は 禁 止 。  

・ ゴ ミ は 各 自 で 責 任 を も っ て 持 ち 帰 る 。 カ ン 類 、 ビ ン 類 の 持 ち 込 み は 禁 止 す る 。  

・ 利 用 さ せ て も ら っ て い る 最 低 限 の マ ナ ー 、 エ チ ケ ッ ト は 守 る 。 （ 廊 下 を 走 ら な い 等 ）  

・ 駐 車 場 や 正 面 玄 関 前 で は ア ッ プ は 禁 止 。 館 内 は 最 上 段 の 廊 下 や ス ペ ー ス で 可 。  

シ ャ ト ル の 使 用 は 不 可 。  

  ・ 選 手 は 北 側 の 正 面 入 り 口 を 使 用 す る 。  

  ・ 貴 重 品 は 各 自 ・ 各 チ ー ム で 保 管 す る 。  

・ 昼 食 時 間 は 特 に 設 け な い の で 監 督 の 指 示 か 、 各 自 で 考 え て 摂 る こ と 。  

  ・ 中 学 生 の 大 会 で あ る こ と を 理 解 し 、 節 度 あ る 行 動 を と る こ と 。  

 



４ 、 そ の 他  

  ・ 試 合 前 後 の 握 手 は 行 わ な い 。  

  ・ 試 合 中 は 原 則 マ ス ク を は ず す 。 そ の 他 の マ ス ク の 着 用 は 任 意 。 各 自 で 感 染 症 や 熱 中 症 対 策 は 行 う  

こ と 。  

・ 観 覧 席 は 各 チ ー ム で 指 定 さ れ た 場 所 に 座 る こ と 。  

  ・ 競 技 フ ロ ア ー の 入 場 は 限 ら れ た 入 口 （ 北 側 ） か ら 行 う 。  

  ・ 体 調 不 良 者 は 参 加 を 見 合 わ せ る こ と 。  

  ・ 選 手 に 十 分 な 水 分 補 給 を 促 す 案 内 を す る 。  

  ・ 館 内 は 空 調 を 入 れ る の で 、 体 温 調 節 の で き る 服 装 を 準 備 す る 。  

  ・朝 の 練 習 割 り 当 て は 、個 人 戦 の み 参 加 の 生 徒 で 、上 記 の １ １：０ ０ ま で に 受 付 を 行 う 生 徒 は 参 加 し     

な く て も 構 わ な い 。 参 加 す る 場 合 は 、 朝 の 時 点 で 受 付 を 済 ま せ て お く こ と 。  

  ・ 敗 者 審 判 及 び 勝 者 サ イ ン 用 に 自 分 で 筆 記 用 具 を 用 意 し て お く こ と 。  

・コ ー ト サ イ ド の 荷 物 用 か ご は 設 置 し ま せ ん 。荷 物 は 必 ず 袋 に 入 れ た り 、自 分 で 用 意 し た カ ゴ に 入 れ  

た り す る な ど し て １ つ に ま と め 、汗 の つ い た タ オ ル や ラ ケ ッ ト 、水 筒 な ど を 直 接 フ ロ ア に 置 か な い  

よ う に し て く だ さ い 。  

  ・ コ ー チ 登 録 者 以 外 の 保 護 者 な ど の イ ン サ イ ド コ ー チ は 禁 止 す る 。  

  ・ 団 体 メ ン バ ー の 変 更 は 、 2 名 ま で 認 め る 。  

個 人 戦 は 、 す で に エ ン ト リ ー し た も の に つ い て の 変 更 は で き な い 。   

  ・ そ の 他 は 監 督 会 議 に お い て 決 定 す る 。  

  ・ 県 総 体 の 組 み 合 わ せ は 、 県 バ ド ミ ン ト ン 競 技 部 が 定 め る 組 み 合 わ せ 優 先 事 項 に よ っ て 実 施 さ れ る  

 た め 、 地 区 順 位 が そ の ま ま ト ー ナ メ ン ト の シ ー ド に 反 映 さ れ る と は 限 ら な い 。  

 


